
20 歳以上の者の刑事事件に関する送致手続の特例に関する件

について 

(令和４年３月 31日例規第 38号) 

20 歳以上の者の刑事事件に関する送致手続の特例について、静岡地方検察庁検事正

からの指示を通知するもの。 


